
小規模特別養護老人ホームみどりの丘
ご利用料金表 月額(30日間)

令和8年6月1日現在
(単位：円)

明るく開放的なフロア全室完全個室

お問い合わせ先
TEL（0865）69-2010
FAX（0865）69-2011

suiseikai-group.jp 検索

快適にお過ごしいただけるように、居室は全室個室(トイレ付き)になっております。

また、お身体の状態に合わせて３種類の浴槽から、安全に入浴して頂けるように対応しております。

協力病院である笠岡中央病院の医師による往診にて、体調管理や服薬調整を受ける事ができます。

原則として、ご入居は要介護３以上の方が対象となります。お一人おひとりの生活スタイルを大切にし、

その人らしく過ごせる様にお手伝いをさせて頂きます。

《ご利用定員 ２９人》

〒714-0081
岡山県笠岡市笠岡5128-1
（笠岡中央病院 東側隣接）

担当：江原 、赤澤
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【月額料金早見表】

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

 
●個別の加算、訪問理美容や電化製品持ち込み料、日常生活品の購入費用が別途かかることがあります。
●医療行為・検査を受けた場合は医療保険請求分、薬代が必要となります。

ご利用料金表 月額(30日間) (単位：円)

基本料金

要介護1

20,460 682

40,920 1,364

食費 居住費

61,380 2,046

67,770 2,259

49,680 1,656

(@1,370)

40,800 41,100

（＠1,360） （＠1,370）

個別機能訓練加算（Ⅲ）（月額）

生活機能向上連携加算（Ⅱ）（月額） 100

20 第3段階
②

要介護2

22,590 753

45,180 1,506

要介護3

24,840 828

ADL維持等加算（Ⅰ）（月額） 30 49,500

看護体制加算（Ⅰ）(日額） 12 負担区分

個別機能訓練加算（Ⅱ）（月額） 20 (@650)

第4段階

81,090 2,703 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）（月額） 10

64,500

54,060 1,802

74,520 2,484

加算される
もの

要介護4

27,030 901 排せつ支援加算（Ⅰ）（月額） 10

要介護5

29,130 971 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）（月額） 10

58,260

口腔衛生管理加算（Ⅱ）（月額） 110

1,942 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）（月額） 5

87,390 2,913 協力医療機関連携加算（Ⅰ）（月額） 50

初期加算（日額）※最大30日間 30

経口維持加算（Ⅰ）（月額） 400

介護職員等処遇改善加算Ⅰ（ロ） 17.6%

外泊時の費用（日額）※最大12日間 246 250退所時情報提供加算（1回）

再入所時栄養連携加算（1回） 200

世帯全員が住民税非課税、合計所得金額＋課税年金収入額の合計
が80万円以下の方

単身：650万円以下、夫婦：1650万円以下

世帯全員が住民税非課税、合計所得金額＋課税年金収入額の合計
が80万円超120万円以下の方

所得の条件

世帯全員が住民税非課税、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 単身：1000万円以下、夫婦：2000万円以下

1割負担 1割負担 1割負担 2割負担

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②

3割負担

63,073 65,773 88,273 109,573 141,673 169,347 197,020

1割負担 1割負担

179,333 212,000

65,501 68,201 90,701 112,001 144,101 174,203

95,763 117,063 149,163 184,326

204,305

68,066 70,766 93,266 114,566 146,666

219,489

72,957 75,657 98,157 119,457 151,557 189,114 226,679

70,563 73,263

看護体制加算（Ⅱ）(日額） 23
第1段階

9,000 26,400

栄養マネジメント強化加算（日額） 11 (@300) (@880)

第2段階
11,700 26,400

日常生活継続支援加算（Ⅱ）（日額） 46 (@390) (@880)

科学的介護推進体制加算Ⅱ(月額) 50

個別機能訓練加算（Ⅰ）（日額） 12 第3段階
①

19,500 41,100

食事代内訳

自立支援促進加算（月額） 280

(@1,650) (@2,150)

70

朝食 384

昼食 662

夕食 604

単身：500万円以下、夫婦：1500万円以下

個別に加算
されるもの

安全対策体制加算(入所時に1回) 20

褥瘡マネジメント加算Ⅰ・Ⅱ（月額） 3・13

療養食加算（1食） 6 退所時栄養情報連携加算（1回）

上記以外の方

特段の事情がない限りは、要介護3以上の方のみご入居できるようになっています。

要介護度
第4段階

※2割・3割負担の方は加算が2倍・3倍となります。

新興感染等施設療養費（日） 240

居住費・食費の減額について（笠岡市にて判断されます）

単身：550万円以下、夫婦：1550万円以下

世帯全員が住民税非課税、合計所得金額＋課税年金収入額の合計
が120万円超の方


